
                                                          

                                           

 

     
                            

 

 
 

入居申込書付き  

 

 

 注 意  

(1) この募集案内をよくお読みいただき、申込み団地の現地及び周

辺環境をご確認の上、お申込ください。 

(2) 申込書の持参先は、募集住宅を所管する埼玉県住宅供給公社 

の各支所です。 

（3）個人情報利用目的についての同意書が必要となります。 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

        
 
 
 
        
 

募集住宅  １６～２０ページをご覧ください。 

募集期間   募集戸数が無くなるまで 

埼玉県のマスコット コバトン 

特公賃募集専用 

23－1 

彩の国   

埼玉県 

当公社はプライバシーマーク認定を取得しています 

埼玉県住宅供給公社 

埼 玉 県 
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特定公共賃貸住宅の制度の概要 
１．特定公共賃貸住宅とは 
 埼玉県特定公共賃貸住宅は、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」

第１８条の規程に基づき、収入が一定の基準の範囲にあって、住宅を必要とし

ている方のために埼玉県が建設し、供給する公共賃貸住宅です。 
 
２．申込者の資格 
次の１から７までのすべての条件を備えている方に限ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 

１． 埼玉県内に住所又は勤務場所があること。 
２． 現に同居し、又は同居しようとする親族（内縁関係及び婚約者を含む。） 
３． 現に自ら居住するための住宅を必要としていること。 

・自己所有の住宅に居住している方、中堅所得者向け特定公共賃貸住宅及

び特定優良賃貸住宅に入居している方は申込みできません。 
４． 入居しようとする世帯全員の収入月額が 
① １５８，０００円以上４８７，０００円以下であること。 
（収入月額の計算方法は、４ページ以降を参照してください。） 
② １５８，０００円未満である方のうち、主所得者が５５歳以下である

場合については、所得基準に該当するものとして扱うときがありま

す。（詳しくは５ページを参照してください。） 
５． 県民税・市町村民税を滞納していないこと。 
６． 外国人にあっては、在留資格（外国人登録）があること。 
７． 申込み本人を含めた同居世帯の全員が、「暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律」第２条第６号に規定する暴力団員ではないこと。 



３．申込みから入居まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ※ 必要書類を持参して、住宅の申込みをしてください。必要書類は７、８ペ

ージにあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 

   空家がなくなるまで受付 
       受付場所 
       与野上落合住宅・・・・埼玉県住宅供給公社浦和支所 
       大宮砂住宅・・・・・・埼玉県住宅供給公社大宮支所 
       鴻巣登戸住宅・・・・・埼玉県住宅供給公社熊谷支所 
       加須南大桑住宅・・・・埼玉県住宅供給公社熊谷支所 
       春日部内牧住宅・・・・埼玉県住宅供給公社岩槻支所 
 
       受付日時：祝・祭日、年末年始（12/29から 1/3）を除く、月

曜日から金曜日午前８時３０分から午後５時００分まで 

資格審査   提出していただいた書類について審査を行います。 

 申込みを受付いたしました埼玉県住宅供給公社各支所にて入

居説明会を行います。入居手続き関係書類及び敷金納付の確

認を行った後、入居に際しての説明を行い、入居承認書をお

渡しいたします。 

       入居指定日は原則として毎月１日とします。但し、入居月は

申込みされた日付により決定します。 
入居指定日から１５日以内に入居していただきます。 
 

 
申込み 

入 居 

入居説明会 



 
４．注意事項 
① 申込み 

  〇 特定公共賃貸住宅申込書を受付時間確認の上、受付場所である埼玉

県住宅供給公社各支所に直接持参してください。郵送による申込みの

受付はできません。 
② 資格審査 

  〇 申込みの時点で必要書類を提出していただき、審査の結果、資格が

ないと判明した場合には失格となります。 
 〇 審査の結果、合格された方については、後日、入居説明会のお知ら

せ、敷金納付書、入居請け書等の書類を送付いたします。 
③ 入居手続き 
 〇 敷金として家賃額の２か月分を金融機関に納入していただきます。 
  〇 連帯保証人（１名）が必要です。 
   ・連帯保証人になられる方の印鑑証明書及び所得の証明書を提出して

いただきます。 
 〇 入居は入居指定日から１５日以内です。 
 〇 入居後１０日以内に、入居完了届と移動した世帯全員の住民票の写

しを必ず提出していただきます。 
④ 入居資格の喪失 

   次のような場合は失格となります 
 〇 申込み内容が虚偽であることが明らかになったとき。 
 〇 資格審査において、指示された書類を指示された期日までに埼玉県

住宅供給公社へ提出しなかったとき。 
 〇 入居の決定通知を受け、決められた日までに入居手続きを行わなか

ったとき。 
  〇 申込書に記載された家族が、入居できないとき。 
 〇 入居説明会を無断で欠席したとき。 
 〇 申込みをされた後に住所を変更し、これを埼玉県住宅供給公社に連

絡しなかったため埼玉県住宅供給公社から通知等が到達しないとき。 
⑤ 家賃について 

  〇 家賃の納入期限は毎月月末です。家賃を滞納された時は住宅の明け

渡しを請求します。家賃は、原則として口座振替により納入していた

だきます。 
 〇 物価の変動等により基本家賃を変更する場合があります。 
⑥ 共益費 
 〇 家賃のほかに、共同で利用する施設の費用を負担していただきます。 
⑦ その他 
 〇 団地内でイヌ、ネコ等の動物を飼育することはできません。 

３ 



５．世帯の月額所得算出方法 
 入居の資格要件として収入基準は、収入月額が 158,000 円以上 487,000 円
以下となっています。 
次の書類を参考に６ページの収入月額を算出することができます。 
例１ 源泉徴収票 給与所得の方 

      

 
 
例２ 源泉徴収票 年金所得の方 

 

 
 

４ 

例１     平成〇〇年分  給与所得の源泉徴収票 

支

払

住所

又は

居所 

埼玉県さいたま市浦和区仲町 3-12-10 氏名 

（受給者番号）  0000451 

を

受

け 

（フリガナ）    サイタマ タロウ      

る

者
埼玉 太郎 

種別 支払金額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額 

給料・賞与 6,000,000 円 4,260,000 円 2,632,600 円 130,100 円

控除配偶者の有

無等 

配偶者特

別 
扶養親族の数（配偶者除く） 障害者の数 

社会保険

料 

生命保険

料 

損害保険

料 
住宅借入 

平成○○年分 公的年金等の源泉徴収票 

支払 住所 

 

氏名 

  

  

 

を受

け 
    サイタマ タロウ      

る者 埼玉 太郎 

種別 支払金額 源泉徴収税額   

年金 1,000,000 円 

扶養親族等の 

申告書の提出 
本人 控除対象配偶者の有無等      

  
 

 

 

この金額が年間所得金額です 
この金額を６ページの（Ａ） 
世帯の年間所得額の欄にいれます 

埼玉 太郎 

埼玉県さいたま市浦和区仲町 3-12-10 

この金額がその年の年金額です 
この金額を６ページ、 
イ、 年金所得の⑧の矢印が 
示す表に当てはめ、年間所得金 
額を算出してください。 

公的年金の計算は年齢と年金額によって異なります。６５歳以上とあるの

は、その年の１２月３１日に６５歳である方のことです。 



例３確定申告書 事業所得の方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次ページで計算した世帯の収入月額が 158,000円未満の場合で、主たる所得者が 
５５歳以下の場合の再計算 
①～⑤の合計額÷１２を次ページ「世帯の収入月額」に加えた額が 158,000 円以上の

ときは、入居者資格の所得基準に該当するものとします。 
①同居・扶養控除のうち義務教育終了前の扶養親族分 380,000×  人＝   円 
②障害者控除                   270,000×  人＝   円 
③特別障害者控除                 400,000×  人＝   円 
④寡婦控除（所得額が 27万円未満である場合には、当該所得額） 
                         270,000×  人＝   円 
⑤寡夫控除（所得額が 27万円未満である場合には、当該所得額） 
                         270,000×  人＝   円 

      
 
            ÷１２＋             ＝ 
 
 
           ＞  158,000円であれば所得要件に該当 
           ＝ 
 
                

５ 

確定申告書の「合計⑨」の金額が

所得金額です。これを６ページの

（Ａ）世帯の年間所得金額の欄に

入れます。 

配偶者を事業専従者にしている場合、事業専従者の収入は給与収入となるの

で、６ページの所得金額の算出方法に従い、確定申告書の「合計⑨」欄の金

額と合算して、世帯の年間所得額として下さい。 

Ａ合計      円 

6ページ（Ｅ）世帯の収入月額 

         円 
Ａ合計   円 Ｂ    円 

 
Ｂ    円       



　 　　　　　　　　

1.年間収入金額－所得控除＝年間所得金額　　　2.（年間所得金額－一般・特別控除）÷12＝収入月額

次の の矢印に従って計算すれば収入月額が算出できます。収入月額の計算方法は以下のとおりです。

400,000円×　人

           ＝　　円

ア.給与・事業所得

注）

その年の年金額

1.200.000円まで

（所得額が27万円未
満の場合は当該所得

額）
　270,000円×　人
          　 ＝　　円

（所得額が27万円未
満の場合は当該所得

額）
　　　　270,000円

０円

 年間所得金額 

0

年金額-1.200.000

0

（例）2,131,987÷4,000＝532.9967

　寡　　　　夫

申込者本人、同居親族及び同居しない扶養親族のうち
　ア　児童相談所などから中度・軽度の知的障害者と判定された人
　イ　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で2、3級の人
　ウ　身体障害者手帳の交付を受けている人で3級～6級の人
　エ　戦傷病者手帳の交付を受けている人で第四項症から第五款症までの人
　オ　年齢65歳以上で障害の程度がア、ウと同程度であることの認定書を、福
　　　祉事務所長から交付されている人

1,620,000円以上1,621,999円以下は1,620,000円

1,622,000円以上1,623,999円以下は1,622,000円

所得者本人で妻と死別し若しくは離婚した後婚姻していない人または妻の生死が
不明な人で、現に生計を一にする子（所得金額が基礎控除額以下の者で他の者
の控除対象配偶者または扶養親族でない者）を有し500万円以下の所得の人

　寡　　　　婦

端数整理後の年間収入金額×
0.7-180,000

端数整理後の年間収入金額×
0.6

端数整理後の年間収入金額×
0.8-540,0006,600,000円未満

　老人扶養

控 除 の 種 類

年金額×0.85
　　　　　-785.000

1,628,000円以上

1,800,000円未満

1,800,000円以上

3,600,000円未満

　障　害　者

×１２　＝　推定年間所得

年間収入金額の端数整理

（B)一般控除

（C)特別控除

税込みの総収入から交通費を差し引いた金額から年間所得金額を算出します。

市長村役所発行の所得証明書では「給与収入」ではなく「所得金額」が年間所得金額です。

確定申告書の所得金額の合計が年間所得金額に当ります。

ア．家族全員の収入を、それぞれ個別に計算し、合計してください。

×１２＋賞与　＝　推定年間収入
収入金額－賞与

の給料が支給されていない場合
前年度の所得証明書で推定

本人の所得金額

+
家族の所得金額

－

6,600,000円以上 端数整理後の年間収入金額×
0.9-1,200,000

（Ａ）世帯の年間所得金額

10,000,000円未満

7.699.999円まで

4.100.000円から

（Ｂ）一般控除額

3,600,000円以上

年金額×0.85
　　　　　-785.000

年金額×0.75
　　　　　　-375.000

6,600,000円以上は端数整理しない。

1,624,000円以上6,599,999円以下は次のように

整理する。

金額を4,000で除して小数点以下を切り捨て、

これに4,000を乗じる。

 　　　　　　　　→532×4,000＝2,128,000

6
5
歳
以
上

６
５
歳
未
満

年金額-700.000

年金額×0.75
　　　　　-375.0004.099.999円まで

1.200.001円から

3.299.999円まで

700.000円まで

700.001円から

1.300,000円から

1.299.999円まで

7.699.999円まで

4.100.000円から

4.099.999円まで

3.300.000円から

昨年１月２日以降に就職または

転職した場合

⑦

国民年金、厚生年金
⑧

遺族年金、障害者年等

非課税とされる年金

公務員共済年金等

就職してばかりで、まだ１ヶ月分

⑥

1

源泉徴収票では｢支払金額」ではなく「所得控除後の金額」が年間所得金額です。

イ．1人で給与と年金の2種類以上収入がある場合は、それぞれ個別に計算し、合計してください。

ウ．1人で二箇所以上の収入がある方は、それぞれの収入の推定年収を計算し、合計してから所得計算してください

⑤

イ.年金所得

勤続月数

勤続月数から推定年
間収入金額を算出

④

③ パート　・
アルバイト

② 事業所得

手順 　２．次に、それぞれの計算方法に従って、月額所得金額を算出してください。
　１．申込者の世帯の総収入が下の表の区分番号①～⑧のどれに該当するか確認してください。

① 給与所得

世帯全員の年間所得金額を計算します。①～⑧の、どこに該当しますか？

1 2

申込者本人、同居親族及び同居しない扶養親族のうち
　ア　心神喪失の常況にある人
　イ　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で1級の人
　ウ　児童相談所などから重度の知的障害者と判定された人
　エ　身体障害者手帳の交付を受けている人で1級・2級の人
　オ　戦傷病者手帳の交付を受けている人で、特別項症から第三項症までの人
　カ　原子爆弾被爆者のうち厚生大臣の認定を受けている人
　キ　年齢65歳以上で、障害の程度がア、ウ、エと同程度であることの認定書を
　　福祉事務所長から交付されている人
　ク　常に就床を要し複雑な介護を要する人

　特定扶養親族

１人につき

３８万円
一般控除
（親族控除）

－

収入の有無にか
かわらず控除され
ます。

入所世帯人数

名

入居世帯の収入月額の計算方法

控除の種類

2 前項で算出した（A）世帯の年間所得金額から、（B)の一般控除、そして世帯状況に合わせて

控除額 控除の対象となる方

１．一般控除は、すべての世帯にあてはなります。（収入のある配偶者や親族も対象となります。）

（C)の特別控除を差し引き、収入月額を算出します。

注意
２．特別控除は、該当する人が入居予定者（遠隔地扶養親族も含む）にいる場合のみあてはまります。

申込本人

備考

３８万円
同居していないが遠隔地扶養している親族

入居しようとする親族（本人を除く）及び所得税法上遠隔地扶養
の対象となっている人。※遠隔地扶養とは所得税法に基づいた
扶養親族であり、仕送りしているだけでは該当しません。

＋
　名

×

－

（Ｃ）特別控除額

扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人

÷

(Ｄ)控除後の世帯所得

　所得者本人で
　ア　夫と死別してから婚姻していない人か夫の生死が不明な人で500
　　万円以下の所得の人
　イ　夫と死別し又は離婚してから婚姻していない人か夫の生死が不
　　明な人で扶養親族のある人

＝ 12 ＝

(Ｅ)世帯の収入月額

一般控除額

扶養親族のうち年齢70歳以上の人

控 除 金 額

100,000円×人＝　円

控　　　除　　　の　　　対　　　象　　　者

＝
１　名

250,000円×人＝　円

270,000円×　　人
　

　　　　　＝　　円

651,000円以上
　年間収入金額－650,000

1,628,000円未満

年間収入金額  年間所得金額 
650,999円以下 0

　特別障害者

6

昨年１月２日以降に事業または 事業を営んだ月数の総収入金 総収入金額－必要経費

営業を開始した場合 額から推定年間所得金額を算出 事業を営んだ月数

1,618,999円以下は端数整理しない。

1,619,000円以上1,619,999円以下は1,619,000円



７ 

６ 入 居 資 格 審 査（審査時には印鑑を持参してください） 
 申込書に添付する書類は次のとおりです。 
 なお、市町村長が発行する書類は、３か月以内に発行されたものに限ります。 
全員の方に必ず提出していただく書類 注意（申し込み月によって提出書類は変わります） 
書類の種類 書   類   の   内   容 
世帯全員の 
住 民 票      世帯全員で、続柄の記載のあるもの 

所得の 
証明書 

所得の 
ある方 

給与 
所得者 
 ・ 
年金 
受給者 

６月から１２月の間に申込む場合 
総収入額が記載された前年分の所得証明書又は課税証明書 
１月から５月の間に申込む場合 
ア：前々年分の所得証明書又は課税証明書 
イ：前年分の源泉徴収票（代表者印のあるもの） 
※ ア・イ両方の書類が必要です。 
★市町村長が発行したもの（３ヶ月以内の発行） 

事業 
所得者 

６月から１２月の間に申込む場合 
総収入額が記載された前年分の所得証明書又は課税証明書 
１月から５月の間に申込む場合 
ア：前々年分の所得証明書又は課税証明書 
イ：前年分の事業収支明細書（確定申告後であれば税務署の受

付印のある確定申告書の写し） 
※ ア・イ両方の書類が必要です。 
★ 市町村長が発行したもの（３ヶ月以内の発行） 

所得の 
証明書 

所得の 
ない方 

６月から１２月の間に申込む場合 

総収入額が記載された前年分の所得証明書又は非課税証明書 
１月から５月の間に申込む場合 
総収入額が記載された前々年分の所得証明書又は非課税証明書 
★ 市町村長が発行したもの 

（注）所得に関する書類は、中学生以下の方を除いて全員必要です。 
   前年は義務教育中であった方も、書類は必要です。 

現在住んで 
いる住宅の 
証明書 

次のア又はイのいずれかの書類 
  ア アパート（民営借家等）に住んでいる方 

    賃貸契約書全ページの写し 
※ 社宅等で賃貸契約書が無い場合は、貸主との賃借証明を提出して 
いただきます。 

  イ 親族等の家に住んでいる方 

    所有権の記載のある家屋の固定資産評価証明書 
   ★市町村長が発行したもの（３ヶ月以内の発行） 
※ 共有名義の場合は、共有者すべてが分かるもの 

県民税・市町村民

税を滞納していな

いことの証明書 

直近年度分の県民税・市町村民税の納税証明書（又は、非課税証明書） 
★市町村長が発行したもの（３ヶ月以内の発行） 
※ 分納中など滞っている県民税・市町村民税がある場合は、入居

が認められません。 
※ 中学生以下の方を除いて入居される方全員必要です。 



 
 
（2）該当する方のみに提出していただく書類 

区     分 書  類  名  称 
母子（父子）世帯 戸籍謄本（親子別戸籍の場合は双方のものが必要） 
寡婦（寡夫）控除に該当する方 戸籍謄本（配偶者の死亡等が確認できるもの） 

事実上婚姻が解消した世帯 
戸籍謄本（親子別戸籍の場合は双方のものが必要） 
１年以上別居している事が確認できる双方の住民票又は、家

庭裁判所に離婚の調停を申し立てている証明書 

内縁関係に該当する方 それぞれの戸籍謄本と内縁関係申立書（用紙は１４ページ） 
住民票（１年以上の同居が確認できるもの） 

障害者世帯に該当する方 身体障害者手帳等の写し 
前年１月２日以降に現在の職場

に就職した方 給与支払証明書（用紙は１１ページ） 

前年１月２日以降に自営業を開

業した方 
税務署長に提出した開業届の控 
収支明細書（用紙は１２ページ） 

前年１月２日以降に退職し現在

無職の方 
雇用保険受給資格者証の写し又は退職証明書（勤務先の代表

者等が証明したもの）（用紙は１３ページ） 
前々年１１月以降に、新たに年金

の受給権を取得した方 年金証書及び年金支払通知書の写し 

日本国籍のない方 世帯全員の外国人登録証明書（カード）表裏の写し 
外国人登録原票記載事項証明書 

現在婚約中の方 

婚約の証明書（用紙は１５ページ） 
住民票・住んで居る所の証明書等は、両者のものが必要 
※入居可能日の前日までに入籍したことが確認できることが

条件となります。 
県外居住者で県内に勤務場所の

ある方 
在職証明書（用紙は１３ページ） 
（勤務先の代表者等が証明したもの） 

※ 申込世帯の状況によっては上記以外の書類の提出を求めることがあります 
  ※ 持参していただく書類は「入居資格審査」時点の内容を証明していただく書類です 
   ※ 資格審査当日は、不足書類があると審査することができません。再度お越しいただく

ことになりますので不足書類のないようにご注意ください。 
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７ 連帯保証人 

入居の際には、原則として、１名の連帯保証人が必要となります。 
なお、連帯保証人になられる方から、印鑑証明書および所得の証明書を提出して 
いただくことになります。 

８ 敷金 

家賃の２か月分を入居説明会までに納入していただきます。 

９ 入居説明会 

入居説明会では入居承認を受けるために必要な「埼玉県県営住宅入居請け書」

「敷金納入領収書」を提出していただきます。 

入居中の注意事項、修繕の負担区分及び駐車場等について説明をしますので、必

ず出席してください。 

なお、欠席された方は入居辞退者となります。（当日出席できない場合は埼玉県住宅

供給公社各支所まで連絡してください。） 

当日、下記の書類を確認した後、当公社から「特定公共賃貸住宅入居承認書」を交

付します。 

・必要事項を記載（連帯保証人欄も同様）した「特定公共賃貸住宅入居請け書」 

・連帯保証人の印鑑証明および所得の証明書 
・敷金（家賃の２か月分）を納入した領収書 

１０ 家賃 

・家賃は引越し日にかかわらず、入居可能日より発生いたします。 
・お支払いは原則として、口座振替となります。 

１１ 共益費 

街路灯、廊下灯、給水施設及び浄化槽、エレベーターなどの共同施設の費用は「共

益費」として団地自治会にお支払いいただきます。 

  なお、各住宅の負担額は、設備内容等により異なりますので、団地自治会役員の

方から説明を受けてください。 

１２ 駐車場 

入居時に申込みをしていただきます。ただし、空の無い住宅については登録をし

ていただき順番をお待ちいただくか、ご自身で民間駐車場を探していただく場合も

あります。 
１３ 住宅の鍵 

鍵は、専任管理人から『入居指定日』に受け取っていただきます。なお、鍵の本

数は３本となります。 

１４ 迷惑行為の禁止 

犬、猫等の飼育など、他の入居者に迷惑を及ぼす行為をした場合は、条例等の規

定により住宅を退去していただきます。 

１５ 入居後の手続き及び注意事項 

・ 入居した日から１０日以内に、入居完了届と特別県営住宅へ移動した住民

票の写しを必ず提出していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

 



 

１６ 個人情報の取扱い 

埼玉県住宅供給公社がお客様の個人情報をお預かりする場合は、下記利用目的等

の通知又は公表を行ったうえで、利用目的の達成に必要な範囲で収集いたします。        

また、保有するお客様の住所・氏名等の個人情報は、公社個人情報保護方針に則

り、適切に取り扱います。 

 

 

記 
1.個人情報の利用目的 
①県営住宅等の申込、入居、収納、修繕、退去等の業務 
②各種情報、及び連絡事項のご連絡やご案内 
③各種アンケートのお願い 
④調査・統計資料の作成 
⑤その他住宅等の管理上必要な場合 

2.個人情報提供の任意性 
申込書や各種申請書等について、個人情報を含む所定の記入箇所の不備や添付
書類を提出されない場合、失格や無効など、不利益が生じる場合がありますので、
ご承知おきください。 
なお、各種アンケートについては、個人情報の提供は任意です。 

3.個人情報の第三者提供 
当公社は、「法令等に定めがある場合」、「個人の生命の安全を守るため緊急
かつやむを得ないと認められる場合」等を除き、個人情報を第三者に提供するこ
とはいたしません。 
4.個人情報の預託 
当公社は、業務の執行上、個人情報保護の措置が講じられている業者（管理業
者修繕業者など）へ個人情報を預託する場合がありますので、ご承知おきくださ
い。 
5.個人情報の利用目的の通知および開示等のお求めの手続き 
当公社は、本人又は本人から依託された代理人からの個人情報の開示・訂正・
利用停止等のお求めに対応しております。 
   なお、お求めの際は各種請求書を提出していただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１０ 
 

個人情報問合せ・相談窓口 
ＴＥＬ 048-829-2863 
ＦＡＸ 048-824-3786 
メールアドレス privacy@saijk.or.jp 

個人情報保護管理責任者 事務局長 

代表者         理事長 水島 茂 



 
※これは、前年１月２日以降に現在の職場に就職した者に提出していただくもの です。なお、提出される場合は、

必ず健康保険証の写しをあわせて提出してください。 

給 与 支 払 証 明 書 
氏 名  採用年

月 日 平成   年   月   日 職種  扶養親族 人 

 
年 月 基 本 給 賞   与 時間外勤務手当 その他の手当 月   計 
平成  年 
    月      

月      

月      

月      

月      

月      

月      

月      

月      

月      

月      

月      

合 計      

上記のとおり給与を支給したことを証明します。 
  平成  年  月  日 
                     所在地 
             給与支払者          電 話 
                                                        

           及び代表者氏名                          印 

給与の支払者が法人の場合は、法人名と代表者名を記載し社印又は代表者印を、また、個人の場合は個人印を押してください。 

●記載上の注意……給与支払者様へ 
  ア さかのぼって１年間（勤務が１年に満たない場合は、その該当月だけ）記入してください。 
    （前の勤務先等での収入は記入する必要がありません。） 
  イ 記載事項は給与の原簿からペンまたはボールペンで正確に転記してください。 
  ウ 記載を必要としない欄は斜線を引いてください。 
  エ 訂正箇所には必ず訂正印を押してください。 
  オ 通勤手当等の非課税部分の収入は記入しないでください。 
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事業所得等収支明細書 
                                                    平成   年   月   日 
    １ 氏   名                     印 
 
      住   所                 電話番号           ３ 事業開始年月日    平成   年   月   日 
 
    ２ 業 種 名                                ４ 事業期間 平成  年  月  日～平成  年  月  日 
 
      事業所名称 
 
      事業所所在地                   電話番号 
    ５ 月別収支内訳 

月数 

区分 

平成 年 

    月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 合 計 

収
入
の
部 

 

 

             

 

 

             

 

 

             

計 
 

 

            

支
出
の
部 

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

計 
 

 

            

差引               

     ※ この収支明細書を提出する方は現金出納帳など、収支明細を証明できる帳簿を持参してください。 

     ※ さかのぼって１年間（１年に満たない場合は、その該当月だけ）記入してください。 
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２

 



※ これは、前年１月２日以降に退職し、現在無職の方に提出していただくものです。 

 

退 職 証 明 書 
 
     住所                           
 
     氏名                           
 
       上記の者は、平成  年  月  日付けで退職した 
      ことを証明します。 
 
                   平成  年  月  日 
 
            住所                        
      証 明 者                         
            名称                        
 
            代表者名                    印 
 
                  電話番号                
   （あて先） 
   埼玉県住宅供給公社 理事長  
 
※ これは、県外居住者で県内に勤務場所のある方に提出していただくものです。 

 

在 職 証 明 書 
 

住所 
 

氏名 
 
 

上記の者は、当社にて在職していることを証明します。 
 

平成  年  月  日 
 
 

住所 
 

     証明者 
名称 

 
代表者名                 印 

 
電話番号 

 
（あて先） 埼玉県住宅供給公社 理事長 

 
 
 

１３ 



  

 
 

内縁関係申立書 

 

  私達は、平成  年  月  日頃から内縁関係にあることを申し立てます。 

 

 

                          平成  年  月  日 

 

 

             申 立 者 

 

               住 所                    

 

               氏 名                  印 

 

 

               住 所                    

 

               氏 名                  印 

    （あて先） 

    埼玉県住宅供給公社 理事長  
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婚 約 の 証 明 書 
 
 
    申込者      住所   
              
             氏名                   ㊞ 
 
    婚約者      住所 

 

             氏名                   ㊞ 

                

 

            上記両名は、平成  年  月  日婚約成立し 

            平成  年  月  日入籍予定であることを証します。 

 

 

     平成  年  月  日 

   （あて先） 

    埼玉県住宅供給公社 理事長  
 
 

        証明する者 住 所                    

 

              氏 名                  ㊞ 

 

 

     

 
 
 
（注） ・入居指定日の前日までに入籍したことが確認できることが条件となります。 
    ・証明する者欄には第三者の方の署名が必要です。 
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募集住宅の概要   
『与野上落合住宅』 お問い合わせ、申込みは埼玉県住宅供給公社浦和支所まで 
所在地 さいたま市中央区上落合７－９－１５外 
交通 ＪＲ埼京線北与野駅徒歩１６分 
基本家賃額 １０３，０００円（物価の変動等により変更有） 
敷金 基本家賃額の２ケ月分 
間取り、占有面積 ３ＬＤＫ  ８１．７３㎡ 
構造 鉄筋コンクリート ６階建 
生活関連 都市ガス 公共下水 エレベーター 駐車場 
供用開始年月 平成９年８月１日 
入居予定日 原則毎月１日（申込みされた日付により月は確定） 
募集戸数 問合せ先：埼玉県住宅供給公社浦和支所 
 

間取図                     案内図   
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『大宮砂住宅』  お問い合わせ、申込みは埼玉県住宅供給公社大宮支所まで 
所在地 さいたま市見沼区東大宮３―５―１外 
交通 ＪＲ宇都宮線東大宮駅徒歩１４分 

基本家賃額 
Ｍタイプ ９７，４００円（物価の変動等により変更有） 
Ｌタイプ ９８，０００円（物価の変動等により変更有） 

敷金 基本家賃額の２ケ月分 

間取り、占有面積 
Ｍタイプ ３ＬＤＫ ８１．７２㎡ 
Ｌタイプ  ３ＬＤＫ ８２．１８㎡ 

構造 鉄筋コンクリート １４階建 
生活関連 都市ガス 公共下水 エレベーター 駐車場 
供用開始年月 平成１１年８月１日 
入居予定日 原則毎月１日（申込みされた日付により月は確定） 
募集戸数 問合せ先：埼玉県住宅供給公社大宮支所 

間取図                 案内図             
Ｍタイプ 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｌタイプ 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 


